
- 1 -

令和８年 十和田市教育委員会 第１回定例会議事録

（公開分）

１ 日 時 令和８年１月 19 日（月） 開会 午後２時 30分

閉会 午後２時 44分

２ 場 所 十和田市役所 別館３階会議室

３ 出 席 委 員 丸井英子教育長、坂本稔委員、深瀬郁子委員、

小笠原拓司委員、中村豊委員

４ 説 明 員 浦田教育部長、乗田教育総務課長、江渡指導課長、

前山スポーツ・生涯学習課長補佐、畑山図書館長

５ 事 務 局 教育総務課 櫻田課長補佐 松橋係長

６ 会議録署名委員 深瀬郁子委員、小笠原拓司委員

７ 記 録 者 教育総務課 松橋係長

・・・・・開 会・・・・・

○教育長 それでは会議を始めます。

○教育長 出席委員は定足数に達していますので、定例会は成立しました。

これより、令和８年第１回定例会を開会します。

会議録署名委員は、深瀬委員と小笠原委員にお願いします。

定例会の会期は、本日１日とします。

○教育長 議事に入る前に、議案第１号「令和７年度十和田市体育、スポーツに関する

被表彰者の決定について」は、審査内容が個人情報にかかるものになること、また

公開すると、率直な意見の交換が損なわれるなど、公正な運営に支障が出る可能性

があるため、非公開とすることが適当であると思われます。
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したがいまして、議案第１号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14

条第７項ただし書きの規定により、非公開にしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

○委員 「異議なし」

○教育長 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１号は、非公開とします。

○教育長 それでは、議案その１を審議します。

○報告第１号 寄附の受納について

○教育長 報告第１号の報告理由を、事務局からお願いします。

○教育部長 報告第１号 寄附の受納について

寄附の受納について、大深内小学校の学校図書として、中矢進様から図書カード

50,000 円分、及び高森山球技場改修事業費用として、田中重光様から 100,000 円の

寄附採納願いが出され、それぞれ令和７年 12月 22 日、令和８年１月８日にこれを

受納したことを、報告するものです。

以上であります。

○教育長 ただ今の説明に関しまして、ご質問、ご意見等ありませんか。

○委員 「なし」

○教育長 以上で、報告第１号は報告済みとします。

報告第２号と報告第３号は関連がありますので、一括の報告とします。

○報告第２号 十和田市立学校歯科医の解嘱について

○報告第３号 十和田市立学校歯科医の委嘱について

○教育長 報告第２号及び報告第３号の報告理由を、事務局からお願いします。

○教育部長 報告第２号 十和田市立学校歯科医の解嘱について

このたびの解嘱は、東中学校の学校歯科医、渡邊信行氏が、令和７年 10月 28 日

に死亡したことから、会議を招集する時間的余裕がないと認め、十和田市教育委員
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会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により、教育長の臨時代理によ

り令和７年 10 月 28 日をもって解嘱したので、同条第２項の規定により報告するた

めのものであります。

○教育部長 報告第３号 十和田市立学校歯科医の委嘱について

このたびの委嘱は、解嘱に伴い欠員となる東中学校の学校歯科医について、会議

を招集する時間的余裕がないと認め、教育長の臨時代理により坪田亘基氏を令和７

年 11月４日に委嘱したものであります。

以上であります。

○教育長 ただ今の説明に関しまして、ご質問、ご意見等ありませんか。

○委員 「なし」

○教育長 以上で、報告第２号及び報告第３号は報告済みとします。

○報告第４号 十和田市教育施策の基本方針について

○教育長 報告第４号の報告理由を、事務局からお願いします。

○教育部長 報告第４号 十和田市教育施策の基本方針について

「第２次十和田市総合計画基本構想」に掲げる将来都市像である「～わたしたち

が創る～希望と活力あふれる 十和田」の実現に向け、教育委員会としての取組み

について令和５年１月 23 日に決定した十和田市教育施策の基本方針に対し、教育

委員会各課及び教育委員の意見を踏まえ、変更しないこととしたので、報告するも

のであります。

以上でございます。

○教育長 ただ今の説明に関しまして、ご質問、ご意見等ありませんか。

○委員 「なし」

○教育長 以上で、報告第４号は報告済みとします。

○教育長 議案第１号は、非公開としますので、傍聴者の皆様にはご退席を願うところ

ですが、いらっしゃませんので続けます。
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（傍聴者なし）

（中略）

○教育長 これをもちまして、第１回定例会を閉会します。

・・・・・閉 会・・・・・


